
 
総合評価落札方式における施工計画について（お知らせ） 

 
港湾空港部では、現在、公共事業の発注にあたり、総合評価落札方式を試行的に実

施しているところでありますが、今般、施工計画の不適切な判断基準を一部変更しま

したので下記のとおりお知らせいたします。つきましては施工計画の作成にあたり、

十分留意して作成していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 
 

記 
 
 

変更点について 
入札説明書の「競争参加資格」において、施工計画の不適切な判断基準として「②

施工計画の内容が求めた要件と明らかに違う場合（当局が想定する重要項目が、具体

的に記載されていない場合においても「不適切」と判断する場合がある）」と（ ）

書き部分を加筆しています。 
 
（解説） 
最近、各種発注工事において施工計画において、発注者が特に重要と思われる項目

が記載されないケースが増えております。 
 入札参加希望者におかれましては、発注案件毎に発注者が求めている内容を十分ご

理解して頂き、施工計画の作成願います。なお、施工計画において「不適切」と判断

された場合は、競争参加資格において「資格無し（欠格）」とされる事もありますの

で、十分御注意願います。 
 
※本通知における「施工計画」とは、標準型（ＷＴＯ含む）総合評価落札方式におい

ては「工事全般の施工計画」、簡易型総合評価落札方式においては「簡易な施工計画」

を指しています。なお、標準型（ＷＴＯ含む）総合評価落札方式において、標準案の

提出を認めず、ＶＥ提案の提出を必須としている案件に関しては、「工事全般の施工

計画」及び「企業な高度な技術力（ＶＥ提案）」の施工計画を指しています。 
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